住所地特例制度のご案内
入居をご検討中の皆さまへ
当ホームへのご入居をご検討いただき、誠にありがとうございます。　本資料では、入居に関わる大切な制度である 「住所地特例制度」 について、わかりやすくご説明いたします。

■ 住所地特例制度とは
有料老人ホームなどの施設へ入居する際、住民票を移しても、介護保険の保険者（担当する市町村）は元の市町村のまま継続される制度です。
つまり、
・住民票：新しい市町村へ移動
・介護保険の担当自治体：入居前に住んでいた市町村のまま
という “特例” が適用されます。

■ 制度がある理由
施設入居のたびに介護保険の担当市町村が変わると、要介護認定や介護サービス利用の手続きが複雑になるため、入居前の市町村が引き続き窓口となる仕組みが設けられています。

【介護保険の担当市町村】札幌市のまま！
■ 対象となる主な施設
・有料老人ホーム　・介護老人保健施設　・介護医療院　・養護老人ホーム　・軽費老人ホーム（ケアハウス）
・特別養護老人ホーム（地域密着型を除く）
※当ホームは住所地特例の対象施設です。

■ ご入居後の手続き
住所地特例が適用される場合、手続きは次のようになります。
・要介護認定の申請・更新　→ 入居前の市町村（従前地）が担当します。
・介護保険サービスの利用申請・変更　　→ 従前地の市町村へ連絡します。
・施設からの必要な報告・連絡　→ 必要に応じて従前地の市町村へ行います。
※ご本人やご家族が、新しい住所地の市町村へ手続きに行く必要はありません。

■ ご本人・ご家族へのお願い
・住民票を移す際は、窓口で　　「住所地特例の対象施設に入居します」  　とお伝えください。
・要介護認定の更新通知は、従前地の市町村から届きますので、忘れずにご確認ください。
・制度や手続きで不明な点があれば、当ホーム職員へお気軽にご相談ください。

■ 最後に
住所地特例制度は、ご入居後も安心して介護サービスを継続していただくための大切な仕組みです。
ご不安な点やご質問があれば、どうぞ遠慮なくお申し付けください。
皆さまが安心して新しい生活を始められるよう、職員一同サポートいたします。
